
○高山市地域の遊び場づくり支援事業補助金交付要綱 

令和２年４月１日 

決裁 

（目的） 

第１条　この要綱は、こどもの健全育成のため、町内会等が設置する遊び場等の整備に対し補助金

を交付することにより、こどもの遊び場や居場所の充実を促進することを目的とする。 

（補助対象事業等） 

第２条　補助対象事業、補助対象者、補助対象経費、補助金の額及び補助限度額は、別表のとおり

とする。 

（補助金の交付申請） 

第３条　補助金の交付を受けようとする者は、高山市地域の遊び場づくり支援事業補助金交付申請

書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）に次の書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

(1)　位置図 

(2)　配置図 

(3)　事業開始前の施工箇所等の写真 

(4)　施工業者等の見積書の写し及びカタログ等 

(5)　土地所有者の承諾書 

(6)　その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定及び通知） 

第４条　市長は、申請書の提出があったときはその内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定

したときは、高山市地域の遊び場づくり支援事業補助金交付決定書（別記様式第２号）により交

付申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するた

め必要があるときは、条件を付することができる。 

（補助事業の変更等） 

第５条　補助金の交付決定を受けた者（以下「補助申請者」という。）が、当該決定に係る事業（以

下「補助事業」という。）を変更又は中止しようとするときは、高山市地域の遊び場づくり支援

事業補助金変更承認申請書（別記様式第３号。以下「変更申請書」という。）を市長に提出しそ

の承認を受けなければならない。 

（変更の決定） 



第６条　市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ補助金の交付の適否又

は補助金の交付内容の変更を決定し、その内容を高山市地域の遊び場づくり支援事業補助金変更

決定書（別記様式第４号）により補助申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条　補助申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに高山市地域の遊び場づくり支援事業

補助金実績報告書（別記様式第５号）に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1)　補助事業に関する収支決算書 

(2)　施工業者等の工事請負契約書、請求書及び領収書の写し 

(3)　完成写真 

(4)　その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付） 

第８条　市長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業

が完了したことを確認のうえ、補助金を交付するものとする。 

（交付請求等） 

第９条　補助申請者は、前条による審査完了後、高山市地域の遊び場づくり支援事業補助金交付請

求書（別記様式第６号）を提出しなければならない。 

２　補助金の交付は、補助申請者の希望する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。 

（交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第１０条　市長は、補助申請者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付決定の全部若しく

は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

(1)　この要綱の規定に違反したとき。 

(2)　提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の執行に関し不正の行為があったとき。 

附　則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度分の予算に係る補助金から適用する。 

附　則（令和３年６月３０日決裁） 

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 
 

補助対象事業 補助対象者 補助対象経費 補助金の額 補助限度額
 

主に地域住民に開

放され、継続的に子ど

もの利用に供するこ

町内会、まち

づくり協議会、

商店街振興組

次の各号に掲げる費

用の合計額とし、同一年

度内に実施し完了するも

補助対象経費

の4分の3以内と

し、千円未満の

1施設につき

75万円（過去5年

間にこの補助の



 
とを目的に補助対象

者が設置する遊び場

等の整備

合、その他市長

が特に必要と認

める団体

の。ただし、高山市緑化

推進事業補助金等他の補

助金との併用はできない

ものとする。 

（1）　遊び場の新設又

は修繕等に要する経

費 

（2）　安全柵の新設、

修繕又は撤去に要す

る費用 

（3）　遊具等の新設、

修繕又は撤去に要す

る費用 

（4）　遊び場内の緑化

等の環境整備に要す

る費用 

（5）　その他市長が必

要と認める整備に要

する費用

端数が生じたと

きは、これを切

り捨てた額とす

る。

交付を受けた施

設は、75万円か

ら交付額を除し

た額）



 



 



 



 



 



 



別記様式第１号（第３条関係） 

（令３．６．３０・一部改正） 

別記様式第２号（第４条関係） 

別記様式第３号（第５条関係） 

（令３．６．３０・一部改正） 

別記様式第４号（第６条関係） 

別記様式第５号（第７条関係） 

（令３．６．３０・一部改正） 

別記様式第６号（第９条関係） 

（令３．６．３０・一部改正） 


